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本説明書は電気事業法および同経済産業省令に基づき交付するものです。 

 
 
 

株式会社ファミリーネット・ジャパン 
代理店：積水ハウス株式会社 

本書では、積水ハウス株式会社を代理店として、株式会社ファミリーネット・ジ
ャパン（以下「当社」といいます。）がお客様に電気を販売する際の条件を
説明します。詳しくは当社「電気需給約款［積水ハウスオーナーでんき］」お
よび「積水ハウスオーナーでんき料金表」等（以下「需給約款等」といいま
す。）をご確認願います。なお、本書と需給約款等とで記載が異なる場合
は、本書記載の内容が優先するものとします。 

1. 申し込み方法 
当社所定の方法により申込みいただきます。 

2. 契約電流および契約容量 
 積水ハウスオーナーでんき B を選択される場合、お客様の申出によって定
め、電気需給申込書に定める値とします。 

 積水ハウスオーナーでんき C を選択される場合、契約負荷設備をもとに算
出し、電気需給申込書に定める値とします。なお、現在他の小売電気事
業者と主開閉器契約を締結している場合は、主開閉器契約を選択するこ
とが可能です。 

3. 電気の需給開始予定日 
電気需給開始予定日は、建物引渡日もしくは電気需給申込書を当社が受
領した日から起算して、12営業日に2 暦日を加えた日以降に到来する最初
の検針日といたします。 
※電気需給申込書においては、電気需給開始希望日を記載していただきま
すが、実際の電気需給開始日は、電気需給開始希望日を踏まえて当社がお
客様に契約成立後お知らせする日となりますので、電気需給開始希望日通
りに、電気の使用を開始していただけることをお約束するものではございません。 

4. 電気料金およびその算定方法 
 毎月の電気料金は、基本料金にその一月の使用電力量によって算定した
電力量料金を加えた料金（以下、「電力料金」といいます。）に対し、そ
の一月の使用電力量に応じた割引率を乗じた料金（以下、「割引料金」
といいます。）を算出し、電力料金から割引料金を差し引き、再生可能エ
ネルギー発電促進賦課金（以下「再エネ賦課金」といいます。）を加えた
ものといたします。また、電力量料金には、燃料費調整額および離島ユニ
バーサルサービス調整額を加算または減算するものとします。ただし、東京
電力パワーグリッド管内の場合は、離島ユニバーサルサービス調整額は適
用しません。なお、当説明書における消費税等の税率は 10%とし、消費
税等相当額を加えた金額の場合は（税込）、消費税等相当額を別途
頂戴する場合は（税抜）と記載いたします。 
各供給エリアごとの料金単価、使用量別割引率は下表のとおりとなります。 

 
＜北海道電力ネットワーク管内＞ 
積水ハウスオーナーでんきB  
基本料金（税込） ※一月につき 

契約 
電流 

10 
ｱﾝﾍﾟｱ 

15 
ｱﾝﾍﾟｱ 

20 
ｱﾝﾍﾟｱ 

30 
ｱﾝﾍﾟｱ 

40 
ｱﾝﾍﾟｱ 

50 
ｱﾝﾍﾟｱ 

60 
ｱﾝﾍﾟｱ 

基本 
料金 

402円

60銭 

603円

90銭 

805円 

20銭 

1,207円 

80銭 

1,610円 

40銭 

2,013円 

00銭 

2,415円 

60銭 

電力量料金（税込） ※一月につき 
最初の120 キロワット時までの1 キロワット時につき 35円35銭 
120 キロワット時を超え280 キロワット時までの1 キロワット時につき 41円64銭 
280 キロワット時を超える1 キロワット時につき 45円36銭 

 
 
 

最低月額料金（税込） ※一月につき 
1契約につき 417円19銭 

使用量別割引率 
１月の使用電力量 300kWh 

以下 
301kWh～ 
400kWh 

401kWh～ 
500kWh 

501kWh 
以上 

割引率 3.0 % 5.0 % 7.0 % 9.0 % 
 

積水ハウスオーナーでんきC 
基本料金（税込） ※一月につき 

契約容量（キロボルトアンペア） 6以上50未満 
基本料金 契約容量1キロボルトアンペアにつき 402円60銭 

電力量料金（税込） ※一月につき 
最初の120 キロワット時までの1 キロワット時につき 35円35銭 
120 キロワット時を超え280 キロワット時までの1 キロワット時につき 41円64銭 
280 キロワット時を超える1 キロワット時につき 45円36銭 

使用量別割引率 
１月の使用電力量 300kWh 

以下 
301kWh～ 
400kWh 

401kWh～ 
500kWh 

501kWh 
以上 

割引率 3.0 % 5.0 % 7.0 % 9.0 % 

 
＜東北電力ネットワーク管内＞ 
積水ハウスオーナーでんきB 
基本料金（税込） ※一月につき 

契約 
電流 

10 
ｱﾝﾍﾟｱ 

15 
ｱﾝﾍﾟｱ 

20 
ｱﾝﾍﾟｱ 

30 
ｱﾝﾍﾟｱ 

40 
ｱﾝﾍﾟｱ 

50 
ｱﾝﾍﾟｱ 

60 
ｱﾝﾍﾟｱ 

基本 
料金 

369円

60銭 

554円

40銭 

739円

20銭 

1,108円

80銭 

1,478円

40銭 

1,848円

00銭 

2,217円

60銭 

   電力量料金（税込） ※一月につき 
最初の120 キロワット時までの1 キロワット時につき  29円62銭 
120 キロワット時を超え300 キロワット時までの1 キロワット時につき  36円37銭 
300 キロワット時を超える1 キロワット時につき  40円32銭 

最低月額料金（税込） ※一月につき 
1契約につき 358円95銭 

使用量別割引率  
１月の使用電力量 300kWh 

以下 
301kWh～
400kWh 

401kWh～
500kWh 

501kWh 
以上 

割引率 3.0 % 5.0 % 7.0 % 9.0 % 
 

積水ハウスオーナーでんきC 
基本料金（税込） ※一月につき 

契約容量（キロボルトアンペア） 6以上50未満 
基本料金 契約容量1キロボルトアンペアにつき 369円60銭 

電力量料金（税込） ※一月につき 
最初の120 キロワット時までの1 キロワット時につき 29円62銭 
120 キロワット時を超え300 キロワット時までの1 キロワット時につき 36円37銭 
300 キロワット時を超える1 キロワット時につき 40円32銭 

使用量別割引率  
１月の使用電力量 300kWh 

以下 
301kWh～ 
400kWh 

401kWh～ 
500kWh 

501kWh 
以上 

割引率 3.0 % 5.0 % 7.0 % 9.0 % 

 
 
 

積水ハウスオーナーでんき 電気需給条件説明書（重要事項説明書） 



＜東京電力パワーグリッド管内＞ 
積水ハウスオーナーでんきB 
基本料金（税込） ※一月につき 

電力量料金（税込） ※一月につき 
最初の120 キロワット時までの1 キロワット時につき 29円80銭 
120 キロワット時を超え300 キロワット時までの1 キロワット時につき 36円40銭 
300 キロワット時を超える1 キロワット時につき 40円49銭 

最低月額料金（税込） ※一月につき 
1契約につき 328円08銭 

使用量別割引率 
1月の使用電力量 300kWh 

以下 
301kWh～ 
400kWh 

401kWh～ 
500kWh 

501kWh 
以上 

割引率 3.0 % 5.0 % 7.0 % 9.0 % 

 
積水ハウスオーナーでんきC 
基本料金（税込） ※一月につき 

契約容量（キロボルトアンペア） 6以上50未満 
基本料金 契約容量1キロボルトアンペアにつき 311円75銭 

電力量料金（税込） ※一月につき 
最初の120 キロワット時までの1 キロワット時につき 29円80銭 
120 キロワット時を超え300 キロワット時までの1 キロワット時につき 36円40銭 
300 キロワット時を超える1 キロワット時につき 40円49銭 

使用量別割引率 
１月の使用電力量 300kWh 

以下 
301kWh～ 
400kWh 

401kWh～ 
500kWh 

501kWh 
以上 

割引率 3.0 % 5.0 % 7.0 % 9.0 % 

 

5. 工事費等 
計量器等は、当該一般送配電事業者等の所有とし、当該一般送配電事業
者等の負担で取り付けます。ただし、必要最低限以上の費用を要する場合
はお客様の所有とし、お客様の負担で取り付けていただくことがあります。 
電力需給の開始または需給契約の変更等に伴い、当該一般送配電事業者
等が供給設備を新たに施設または変更する場合で、当社が託送約款等に基
づいて、当該一般送配電事業者等から工事費の負担を求められた場合は、
当社はその実費を工事費負担金としてお客様から申し受けます。 

6. その他ご負担いただく費用 
 お客様が料金を支払期日を経過して、なお支払われない場合、料金から
消費税等相当額ならびに再エネ賦課金およびその消費税等相当額を控
除した金額に対して支払期日の翌日から支払日までの日数に応じて年利
10％の延滞利息を申し受けます。また、払込票によりお支払いいただく場
合は、330円（税込）を料金に加算して申し受けます。 

7. 供給電圧および周波数 
 供給電圧は、100 ボルトまたは 200 ボルトです。 
 周波数は原則として標準周波数 50 ヘルツです。ただし、新潟県および群
馬県の一部は、標準周波数60 ヘルツとします。 

8. 供給電力（量）の計測方法および料金調定方法 
 使用電力量は、当該一般送配電事業者等が供給地点ごとに取り付ける

記録型計量器により計量いたします。 
 料金の算定期間は「一月」とし、前月の検針日から当月の検針日の前日

まで、または前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とします。
ただし、①電気の供給を開始しもしくは再開した場合、②電気の供給を
停止もしくは需給契約が終了した場合は、基本料金を日割計算します。 

 料金の支払義務は原則として検針日に発生するものとし、支払期日は、
以下の通りといたします。 

支払期日 検針日の翌月1日から起算して 30日目 

9. 料金その他の支払方法 
料金その他の支払方法は、口座振替またはクレジットカードとし、当社指定の
収納代行業者を通じて行います。なお、一部金融機関については口座振替
によるお支払いが選択できない場合がございます。口座振替によるお支払の
場合、支払期日および支払期限が銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令
で定める日（以下「休日」といいます。）に該当する場合には、当社は、支
払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該
当する場合は、さらに1日延伸いたします。また、クレジットカードによるお支払
いの場合は、指定カードの発行会社の規約に基づきお支払いいただきます。 

10. 料金の確認方法 
月々の料金、使用電力量、その他お客様へのご案内事項は、原則、積水ハ
ウス株式会社が管理・運営を行います「積水ハウスNetオーナーズクラブ」にて
ご案内いたします。検針票の送付は行っておりませんこと、予めご了承ください。 

11. お客様側の保安等に関するご協力 
お客様には、以下の事項についてご協力いただく必要があります。詳細は、電
気需給約款[積水ハウスオーナーでんき]26 および49 をご参照ください。 
 業務上必要時に、当社または当該一般送配電事業者等あるいはそれらの
業務委託先がお客様の土地または建物に立ち入ることにご承諾をお願いし
ます。 

 当該一般送配電事業者等の供給設備の工事および維持のために必要な
用地の確保等についてご協力をお願いします。 

 当該一般送配電事業者等から電気の供給にともなう設備の施設場所の
提供を当社またはお客様が求められた場合、および当社が必要に応じお
客様の電力負荷を測定するために必要な通信設備の設置場所の提供を
お客様に求めた場合、それらの場所の提供にご協力をお願いします。 

 業務上必要とする場合に、お客様の負担でお客様が施設した付帯設備等
について、当該一般送配電事業者等が使用することにご協力をお願いしま
す。 

 お客様が電気工作物の変更工事を行った場合には、その工事が完成したと
き、速やかにその旨を当該一般送配電事業者等または登録調査機関に通
知していただきます。また当該一般送配電事業者等が法令に定められた調
査を行う際には、必要に応じて配線図のご提示などご協力をお願いします。
当該一般送配電事業者等が実施する託送供給の停止に伴い、お客様の
電気設備に適当な処置を行う場合に、必要に応じてこれにご協力をお願い
します。 

 当該一般送配電事業者等の供給設備の故障・点検・修繕・変更その他
工事上やむをえない場合、または需給上・保安上必要な場合、お客様の
電気の使用の制限・中止にご協力をお願いします。 

 お客様が引込線、計量器等その他需要場所内の当該一般送配電事業
者等の電気工作物に異状もしくは故障があり、またはそれらが生ずる恐れ
があると認めた場合、またはお客様の電気工作物に異状・故障があり、そ
れが当該一般送配電事業者等の電気工作物に影響を及ぼすおそれがあ
る場合、速やかに当該一般送配電事業者等に通知していただきます。 

 お客様が当該一般送配電事業者等の供給設備に直接影響を及ぼすよう
な物件・設備の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめ、そ
の内容を当該一般送配電事業者等に通知していただきます。 

12. 契約期間 
 契約期間は、需給契約が成立した日から、廃止または解約により需給契
約が消滅する日までといたします。 

 当社がこの契約種別を終了する場合の契約期間の終期は、上記にかか
わらず、この契約種別を終了する日といたします。なお、この場合には、こ
の契約種別を終了する 6 月前までにその旨をお客さまにお知らせいたし
ます。 

13. 契約の変更・終了に伴う費用 
 契約変更 
お客様が契約電力を新たに設定もしくは契約電力を増加した後に、契約
電力を減少しようとする場合において、当社が当該一般送配電事業者等

契約 
電流 

10 
ｱﾝﾍﾟｱ 

15 
ｱﾝﾍﾟｱ 

20 
ｱﾝﾍﾟｱ 

30 
ｱﾝﾍﾟｱ 

40 
ｱﾝﾍﾟｱ 

50 
ｱﾝﾍﾟｱ 

60 
ｱﾝﾍﾟｱ 

基本 
料金 

311円

75銭 

467円

63銭 

623円

50銭 

935円

25銭 

1,247円

00銭 

1,558円

75銭 

1,870円

50銭 



から料金の精算を求められた場合、またはお客様が電気の使用を開始され、
その後契約電力を変更する場合に、当社が当該一般送配電事業者等か
ら工事費の精算を求められた場合、原則としてお客様よりその精算金を申
し受けます。 

 契約の終了 
お客様からの申し出により、お客様が当社との需給契約を解約される場合、
またはお客様の責めとなる理由により当社が需給契約を解除または解約す
る場合においても、違約金をお客様より申し受けることはございません。また、
お客様が契約電力、契約電流もしくは契約容量を新たに設定もしくは契約
電力、契約電流もしくは契約容量を増加した後に、本契約を終了しようと
する場合において、当社が当該一般送配電事業者等から料金の精算を
求められた場合、またはお客様が電気の使用を開始され、その後本契約を
終了する場合に、当社が当該一般送配電事業者等から工事費の精算を
求められた場合、原則としてお客様よりその精算金を申し受けます。 

14. お客様からの申し出による契約の変更・終了 
 需給契約の内容は原則として料金適用開始の日以降１年目の日までは変

更できません。やむを得ずお客様が需給契約の変更を希望する場合、原則
として違約金は発生しませんが、13（契約の変更・終了に伴う費用）に記
載の条件に該当する場合、精算金を申し受ける場合があります。 

 契約の終了を希望される場合は、原則として、あらかじめ終了期日を定め
て当社にその旨を通知していただきます。詳細は、電気需給約款[積水ハ
ウスオーナーでんき]35 をご参照ください。 

15. 当社からの申し出による契約の終了 
次のいずれかに該当する場合には、当社は需給契約を解除または解約する
場合があります。詳細は、電気需給約款[積水ハウスオーナーでんき]38(1)、
(2)および53(3)をご参照ください。 
 当該一般送配電事業者等により電気の供給を停止されたお客様が当社
の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 

 お客様がこの需給契約の料金または他の需給契約の料金を、支払期日を
経過してなお支払われない場合 

 お客様が料金以外の債務（延滞利息、保証金、違約金、工事費負担金
その他電気需給約款［積水ハウスオーナーでんき］から生ずる金銭債務
をいいます。）を支払われない場合 

 お客様が電気需給約款［積水ハウスオーナーでんき］に記載されているこ
とに違反した場合 

 お客様が差押もしくは競売または滞納処分を受けた場合 
 お客様が破産、民事再生その他の法的倒産手続の申し立てを受けたとき、
または自らこれらの法的倒産手続の申し立てをなした場合 

 お客様が反社会的勢力関係者と判明した場合、または反社会的勢力関
係者の疑いがあると認められた場合 

 当社が、小売電気事業の継続が困難と認められる事情が生じたことにより
当該小売電気事業を廃止する場合 

16. 電気の使用方法 
お客様の電気の使用が、他のお客様の電気の使用を妨害し、もしくは妨害す
るおそれがある場合、または当社もしくは当該一般送配電事業者等もしくは
他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれ
がある場合には、お客様の負担で、必要な調整装置または保護装置を需要
場所に施設するとともに、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、また
は専用供給設備を施設することにご協力をお願いします。 

17. その他 
 お客様が契約開始以前に他の小売電気事業者や取次店（以下「小売電

気事業者等」といいます。）との電気需給契約を締結せずに電気を使用し
ていた場合は、遡って当社との電気需給契約が必要になります。 

 当社と新規にご契約いただくことに伴い、現在ご契約中の小売電気事業者
等との間で契約途中の解約金等が発生する可能性があります。詳しくは現
在ご契約中の小売電気事業者等にお問い合わせ下さい。 

 
 

18. お問い合わせ先 
○電気の申込み、売電量や売電料金を確認できる 

Net オーナーズクラブ等に関するお問い合わせ 
積水ハウス株式会社（代理店） 

住所：大阪府大阪市北区大淀中一丁目１番８８号 
     梅田スカイビル タワーイースト 
☎  ：0120 – 817 - 500（積水ハウス オーナーサポートデスク） 
受付時間：9:00 ～ 18:00（12月31日～1月3日を除く） 
 

○電気の契約変更等に関するお問い合わせ 
株式会社ファミリーネット・ジャパン（小売電気事業者 A0300） 

住所：東京都港区愛宕二丁目５番１号 
☎  ：0120 – 769 – 677（カスタマ―センター） 
受付時間：9:00 ～ 17:00（土日祝日、年末年始を除く） 
 

○停電時のお問い合わせ 
＜北海道電力ネットワーク管内＞ 

北海道電力ネットワーク株式会社 お問い合わせ窓口 
☎：お問い合わせは、下記のホームページを参照 

（24 時間365 日受付） 
https://www.hepco.co.jp/network/corporate/company/branch/se
arch/index.html 

 
＜東北電力ネットワーク管内＞ 

東北電力ネットワーク株式会社 お問い合わせ窓口 
   ☎：0120 – 175 – 366 （24 時間365 日受付） 
         (0120番号をご利用になれない場合は 022-266-6810 

(通話料有料)) 
   https://nw.tohoku-epco.co.jp/teideninfo/ 
 

＜東京電力パワーグリッド管内＞ 
東京電力パワーグリッド株式会社 お問い合わせ窓口 

   ☎：0120 – 995 – 007 （24 時間365 日受付） 
(0120 番号をご利用になれない場合は 03-6375-9803 
(通話料有料)) 

   https://www.tepco.co.jp/pg/user/contact.html 
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本説明書は電気事業法および同経済産業省令に基づき交付するものです。 

 
 
 

株式会社ファミリーネット・ジャパン 
代理店：積水ハウス株式会社 

本書では、積水ハウス株式会社を代理店として、株式会社ファミリーネット・ジ
ャパン（以下「当社」といいます。）がお客様に電気を販売する際の条件を
説明します。詳しくは当社「電気需給約款［積水ハウスオーナーでんき］」お
よび「積水ハウスオーナーでんき料金表」等（以下「需給約款等」といいま
す。）をご確認願います。なお、本書と電気需給等とで記載が異なる場合
は、本書記載の内容が優先するものとします。 

1. 申し込み方法 
当社所定の方法により申込みいただきます。 

2. 契約電流および契約容量 
 積水ハウスオーナーでんき B を選択される場合、お客様の申出によって定
め、電気需給申込書に定める値とします。 

 積水ハウスオーナーでんき C を選択される場合、契約負荷設備をもとに算
出し、電気需給申込書に定める値とします。なお、現在他の小売電気事
業者と主開閉器契約を締結している場合は、主開閉器契約を選択するこ
とが可能です。 

3. 電気の需給開始予定日 
電気需給開始予定日は、建物引渡日もしくは電気需給申込書を当社が受
領した日から起算して、12営業日に2 暦日を加えた日以降に到来する最初
の検針日といたします。 
※電気需給申込書においては、電気需給開始希望日を記載していただきま
すが、実際の電気需給開始日は、電気需給開始希望日を踏まえて当社がお
客様に契約成立後お知らせする日となりますので、電気需給開始希望日通
りに、電気の使用を開始していただけることをお約束するものではございません。 

4. 電気料金およびその算定方法 
 毎月の電気料金は、基本料金にその一月の使用電力量によって算定した
電力量料金を加えた料金（以下、「電力料金」といいます。）に対し、そ
の一月の使用電力量に応じた割引率を乗じた料金（以下、「割引料金」
といいます。）を算出し、電力料金から割引料金を差し引き、再生可能エ
ネルギー発電促進賦課金（以下「再エネ賦課金」といいます。）を加えた
ものといたします。また、電力量料金には、燃料費調整額および離島ユニ
バーサルサービス調整額を加算または減算するものとします。ただし、東京
電力パワーグリッド管内の場合は、離島ユニバーサルサービス調整額は適
用しません。なお、当説明書における消費税等の税率は 10%とし、消費
税等相当額を加えた金額の場合は（税込）、消費税等相当額を別途
頂戴する場合は（税抜）と記載いたします。 
各供給エリアごとの料金単価、使用量別割引率は下表のとおりとなります。 

 
＜北海道電力ネットワーク管内＞ 
積水ハウスオーナーでんきB  
基本料金（税込） ※一月につき 

契約 
電流 

10 
ｱﾝﾍﾟｱ 

15 
ｱﾝﾍﾟｱ 

20 
ｱﾝﾍﾟｱ 

30 
ｱﾝﾍﾟｱ 

40 
ｱﾝﾍﾟｱ 

50 
ｱﾝﾍﾟｱ 

60 
ｱﾝﾍﾟｱ 

基本 
料金 

374円

00銭 

561円

00銭 

748円

00銭 

1,122円 

00銭 

1,496円 

00銭 

1,870円 

00銭 

2,244円 

00銭 

電力量料金（税込） ※一月につき 
最初の120 キロワット時までの1 キロワット時につき 35円44銭 
120 キロワット時を超え280 キロワット時までの1 キロワット時につき 41円73銭 
280 キロワット時を超える1 キロワット時につき 45円45銭 

最低月額料金（税込） ※一月につき 
1契約につき 403円70銭 

 
使用量別割引率  

１月の使用電力量 300kWh 
以下 

301kWh～ 
400kWh 

401kWh～ 
500kWh 

501kWh 
以上 

割引率 3.0 % 5.0 % 7.0 % 9.0 % 
 

積水ハウスオーナーでんきC 
基本料金（税込） ※一月につき 

契約容量（キロボルトアンペア） 6以上50未満 
基本料金 契約容量1キロボルトアンペアにつき374円00銭 

電力量料金（税込） ※一月につき 
最初の120 キロワット時までの1 キロワット時につき 35円44銭 
120 キロワット時を超え280 キロワット時までの1 キロワット時につき 41円73銭 
280 キロワット時を超える1 キロワット時につき 45円45銭 

使用量別割引率  
１月の使用電力量 300kWh 

以下 
301kWh～ 
400kWh 

401kWh～ 
500kWh 

501kWh 
以上 

割引率 3.0 % 5.0 % 7.0 % 9.0 % 

 
＜東北電力ネットワーク管内＞ 
積水ハウスオーナーでんきB 
基本料金（税込） ※一月につき 

契約 
電流 

10 
ｱﾝﾍﾟｱ 

15 
ｱﾝﾍﾟｱ 

20 
ｱﾝﾍﾟｱ 

30 
ｱﾝﾍﾟｱ 

40 
ｱﾝﾍﾟｱ 

50 
ｱﾝﾍﾟｱ 

60 
ｱﾝﾍﾟｱ 

基本 
料金 

369円

60銭 

554円

40銭 

739円

20銭 

1,108円

80銭 

1,478円

40銭 

1,848円

00銭 

2,217円

60銭 

   電力量料金（税込） ※一月につき 
最初の120 キロワット時までの1 キロワット時につき   29円71銭 
120 キロワット時を超え300 キロワット時までの1 キロワット時につき   36円46銭 
300 キロワット時を超える1 キロワット時につき   40円41銭 

最低月額料金（税込） ※一月につき 
1契約につき 359円58銭 

使用量別割引率  
１月の使用電力量 300kWh 

以下 
301kWh～
400kWh 

401kWh～
500kWh 

501kWh 
以上 

割引率 3.0 % 5.0 % 7.0 % 9.0 % 
 

積水ハウスオーナーでんきC 
基本料金（税込） ※一月につき 

契約容量（キロボルトアンペア） 6以上50未満 
基本料金 契約容量1キロボルトアンペアにつき369円60銭 

電力量料金（税込） ※一月につき 
最初の120 キロワット時までの1 キロワット時につき  29円71銭 
120 キロワット時を超え300 キロワット時までの1 キロワット時につき  36円46銭 
300 キロワット時を超える1 キロワット時につき  40円41銭 

使用量別割引率  
１月の使用電力量 300kWh 

以下 
301kWh～ 
400kWh 

401kWh～ 
500kWh 

501kWh 
以上 

割引率 3.0 % 5.0 % 7.0 % 9.0 % 

 
＜東京電力パワーグリッド管内＞ 
積水ハウスオーナーでんきB 
基本料金（税込） ※一月につき 

積水ハウスオーナーでんき 電気需給条件説明書（重要事項説明書） 



 

電力量料金（税込） ※一月につき 
最初の120 キロワット時までの1 キロワット時につき  30円00銭 
120 キロワット時を超え300 キロワット時までの1 キロワット時につき  36円60銭 
300 キロワット時を超える1 キロワット時につき  40円69銭 

最低月額料金（税込） ※一月につき 
1契約につき 321円42銭 

使用量別割引率 
1月の使用電力量 300kWh 

以下 
301kWh～ 
400kWh 

401kWh～ 
500kWh 

501kWh 
以上 

割引率 3.0 % 5.0 % 7.0 % 9.0 % 

 
積水ハウスオーナーでんきC 
基本料金（税込） ※一月につき 

契約容量（キロボルトアンペア） 6以上50未満 
基本料金 契約容量1キロボルトアンペアにつき295円24銭 

電力量料金（税込） ※一月につき 
最初の120 キロワット時までの1 キロワット時につき  30円00銭 
120 キロワット時を超え300 キロワット時までの1 キロワット時につき  36円60銭 
300 キロワット時を超える1 キロワット時につき  40円69銭 

使用量別割引率 
１月の使用電力量 300kWh 

以下 
301kWh～ 
400kWh 

401kWh～ 
500kWh 

501kWh 
以上 

割引率 3.0 % 5.0 % 7.0 % 9.0 % 

 

5. 工事費等 
計量器等は、当該一般送配電事業者等の所有とし、当該一般送配電事業
者等の負担で取り付けます。ただし、必要最低限以上の費用を要する場合
はお客様の所有とし、お客様の負担で取り付けていただくことがあります。 
電力需給の開始または需給契約の変更等に伴い、当該一般送配電事業者
等が供給設備を新たに施設または変更する場合で、当社が託送約款等に基
づいて、当該一般送配電事業者等から工事費の負担を求められた場合は、
当社はその実費を工事費負担金としてお客様から申し受けます。 

6. その他ご負担いただく費用 
 お客様が料金を支払期日を経過して、なお支払われない場合、料金から
消費税等相当額ならびに再エネ賦課金およびその消費税等相当額を控
除した金額に対して支払期日の翌日から支払日までの日数に応じて年利
10％の延滞利息を申し受けます。また、払込票によりお支払いいただく場
合は、330円（税込）を料金に加算して申し受けます。 

7. 供給電圧および周波数 
 供給電圧は、100 ボルトまたは 200 ボルトです。 
 周波数は原則として標準周波数 50 ヘルツです。ただし、新潟県および群
馬県の一部は、標準周波数60 ヘルツとします。 

8. 供給電力（量）の計測方法および料金調定方法 
 使用電力量は、当該一般送配電事業者等が供給地点ごとに取り付ける

記録型計量器により計量いたします。 
 料金の算定期間は「一月」とし、前月の検針日から当月の検針日の前日

まで、または前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とします。
ただし、①電気の供給を開始しもしくは再開した場合、②電気の供給を
停止もしくは需給契約が終了した場合は、基本料金を日割計算します。 

 料金の支払義務は原則として検針日に発生するものとし、支払期日は、
以下の通りといたします。 

支払期日 検針日の翌月1日から起算して 30日目 

9. 料金その他の支払方法 
料金その他の支払方法は、口座振替またはクレジットカードとし、当社指定の
収納代行業者を通じて行います。なお、一部金融機関については口座振替
によるお支払いが選択できない場合がございます。口座振替によるお支払の
場合、支払期日および支払期限が銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令
で定める日（以下「休日」といいます。）に該当する場合には、当社は、支
払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該
当する場合は、さらに1日延伸いたします。また、クレジットカードによるお支払
いの場合は、指定カードの発行会社の規約に基づきお支払いいただきます。 

10. 料金の確認方法 
月々の電気料金（明細）、使用電力量、その他お客様へのご案内事項は、
原則、当社のお客さま専用 Web サイト「積水ハウスオーナーでんき（マイペ
ージ）」にてお知らせいたします。お客さまのパソコン、スマートフォン等により料
金等がご確認いただけます。 
検針票の送付は行っておりませんこと、予めご了承ください。 

11. お客様側の保安等に関するご協力 
お客様には、以下の事項についてご協力いただく必要があります。詳細は、電
気需給約款[積水ハウスオーナーでんき]26 および49 をご参照ください。 
 業務上必要時に、当社または当該一般送配電事業者等あるいはそれらの
業務委託先がお客様の土地または建物に立ち入ることにご承諾をお願いし
ます。 

 当該一般送配電事業者等の供給設備の工事および維持のために必要な
用地の確保等についてご協力をお願いします。 

 当該一般送配電事業者等から電気の供給にともなう設備の施設場所の
提供を当社またはお客様が求められた場合、および当社が必要に応じお
客様の電力負荷を測定するために必要な通信設備の設置場所の提供を
お客様に求めた場合、それらの場所の提供にご協力をお願いします。 

 業務上必要とする場合に、お客様の負担でお客様が施設した付帯設備等
について、当該一般送配電事業者等が使用することにご協力をお願いしま
す。 

 お客様が電気工作物の変更工事を行った場合には、その工事が完成したと
き、速やかにその旨を当該一般送配電事業者等または登録調査機関に通
知していただきます。また当該一般送配電事業者等が法令に定められた調
査を行う際には、必要に応じて配線図のご提示などご協力をお願いします。
当該一般送配電事業者等が実施する託送供給の停止に伴い、お客様の
電気設備に適当な処置を行う場合に、必要に応じてこれにご協力をお願い
します。 

 当該一般送配電事業者等の供給設備の故障・点検・修繕・変更その他
工事上やむをえない場合、または需給上・保安上必要な場合、お客様の
電気の使用の制限・中止にご協力をお願いします。 

 お客様が引込線、計量器等その他需要場所内の当該一般送配電事業
者等の電気工作物に異状もしくは故障があり、またはそれらが生ずる恐れ
があると認めた場合、またはお客様の電気工作物に異状・故障があり、そ
れが当該一般送配電事業者等の電気工作物に影響を及ぼすおそれがあ
る場合、速やかに当該一般送配電事業者等に通知していただきます。 

 お客様が当該一般送配電事業者等の供給設備に直接影響を及ぼすよう
な物件・設備の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめ、そ
の内容を当該一般送配電事業者等に通知していただきます。 

12. 契約期間 
 契約期間は、需給契約が成立した日から、廃止または解約により需給契
約が消滅する日までといたします。 

 当社がこの契約種別を終了する場合の契約期間の終期は、上記にかか
わらず、この契約種別を終了する日といたします。なお、この場合には、こ
の契約種別を終了する 6 月前までにその旨をお客さまにお知らせいたし
ます。 

13. 契約の変更・終了に伴う費用 
 契約変更 
お客様が契約電力を新たに設定もしくは契約電力を増加した後に、契約
電力を減少しようとする場合において、当社が当該一般送配電事業者等

契約 
電流 

10 
ｱﾝﾍﾟｱ 

15 
ｱﾝﾍﾟｱ 

20 
ｱﾝﾍﾟｱ 

30 
ｱﾝﾍﾟｱ 

40 
ｱﾝﾍﾟｱ 

50 
ｱﾝﾍﾟｱ 

60 
ｱﾝﾍﾟｱ 

基本 
料金 

295円

24銭 

442円

86銭 

590円

48銭 

885円

72銭 

1,180円

96銭 

1,476円

20銭 

1,771円

44銭 



から料金の精算を求められた場合、またはお客様が電気の使用を開始され、
その後契約電力を変更する場合に、当社が当該一般送配電事業者等か
ら工事費の精算を求められた場合、原則としてお客様よりその精算金を申
し受けます。 

 契約の終了 
お客様からの申し出により、お客様が当社との需給契約を解約される場合、
またはお客様の責めとなる理由により当社が需給契約を解除または解約す
る場合においても、違約金をお客様より申し受けることはございません。また、
お客様が契約電力、契約電流もしくは契約容量を新たに設定もしくは契約
電力、契約電流もしくは契約容量を増加した後に、本契約を終了しようと
する場合において、当社が当該一般送配電事業者等から料金の精算を
求められた場合、またはお客様が電気の使用を開始され、その後本契約を
終了する場合に、当社が当該一般送配電事業者等から工事費の精算を
求められた場合、原則としてお客様よりその精算金を申し受けます。 

14. お客様からの申し出による契約の変更・終了 
 需給契約の内容は原則として料金適用開始の日以降１年目の日までは変

更できません。やむを得ずお客様が需給契約の変更を希望する場合、原則
として違約金は発生しませんが、13（契約の変更・終了に伴う費用）に記
載の条件に該当する場合、精算金を申し受ける場合があります。 

 契約の終了を希望される場合は、原則として、あらかじめ終了期日を定め
て当社にその旨を通知していただきます。詳細は、電気需給約款[積水ハ
ウスオーナーでんき]35 をご参照ください。 

15. 当社からの申し出による契約の終了 
次のいずれかに該当する場合には、当社は需給契約を解除または解約する
場合があります。詳細は、電気需給約款[積水ハウスオーナーでんき]38(1)、
(2)および53(3)をご参照ください。 
 当該一般送配電事業者等により電気の供給を停止されたお客様が当社
の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 

 お客様がこの需給契約の料金または他の需給契約の料金を、支払期日を
経過してなお支払われない場合 

 お客様が料金以外の債務（延滞利息、保証金、違約金、工事費負担金
その他電気需給約款［積水ハウスオーナーでんき］から生ずる金銭債務
をいいます。）を支払われない場合 

 お客様が電気需給約款［積水ハウスオーナーでんき］に記載されているこ
とに違反した場合 

 お客様が差押もしくは競売または滞納処分を受けた場合 
 お客様が破産、民事再生その他の法的倒産手続の申し立てを受けたとき、
または自らこれらの法的倒産手続の申し立てをなした場合 

 お客様が反社会的勢力関係者と判明した場合、または反社会的勢力関
係者の疑いがあると認められた場合 

 当社が、小売電気事業の継続が困難と認められる事情が生じたことにより
当該小売電気事業を廃止する場合 

16. 電気の使用方法 
お客様の電気の使用が、他のお客様の電気の使用を妨害し、もしくは妨害す
るおそれがある場合、または当社もしくは当該一般送配電事業者等もしくは
他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれ
がある場合には、お客様の負担で、必要な調整装置または保護装置を需要
場所に施設するとともに、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、また
は専用供給設備を施設することにご協力をお願いします。 

17. その他 
 お客様が契約開始以前に他の小売電気事業者や取次店（以下「小売電

気事業者等」といいます。）との電気需給契約を締結せずに電気を使用し
ていた場合は、遡って当社との電気需給契約が必要になります。 

 当社と新規にご契約いただくことに伴い、現在ご契約中の小売電気事業者
等との間で契約途中の解約金等が発生する可能性があります。詳しくは現
在ご契約中の小売電気事業者等にお問い合わせ下さい。 

 
 

18. お問い合わせ先 
○電気の申込み、売電量や売電料金を確認できる 

Net オーナーズクラブ等に関するお問い合わせ 
積水ハウス株式会社（代理店） 

住所：大阪府大阪市北区大淀中一丁目１番８８号 
     梅田スカイビル タワーイースト 
☎  ：0120 – 817 - 500（積水ハウス オーナーサポートデスク） 
受付時間：9:00 ～ 18:00（12月31日～1月3日を除く） 
 

○電気の契約変更等に関するお問い合わせ 
株式会社ファミリーネット・ジャパン（小売電気事業者 A0300） 

住所：東京都港区愛宕二丁目５番１号 
☎  ：0120 – 769 – 677（カスタマ―センター） 
受付時間：9:00 ～ 17:00（土日祝日、年末年始を除く） 
 

○停電時のお問い合わせ 
＜北海道電力ネットワーク管内＞ 

北海道電力ネットワーク株式会社 お問い合わせ窓口 
☎：お問い合わせは、下記のホームページを参照 

（24 時間365 日受付） 
https://www.hepco.co.jp/network/corporate/company/branch/se 
arch/index.html  

 
＜東北電力ネットワーク管内＞ 

東北電力ネットワーク株式会社 お問い合わせ窓口 
   ☎：0120 – 175 – 366 （24 時間365 日受付） 
         (0120番号をご利用になれない場合は 022-266-6810 

(通話料有料)) 
https://nw.tohoku-epco.co.jp/teideninfo/ 

 
＜東京電力パワーグリッド管内＞ 

東京電力パワーグリッド株式会社 お問い合わせ窓口 
   ☎：0120 – 995 – 007 （24 時間365 日受付） 

(0120 番号をご利用になれない場合は 03-6375-9803 
(通話料有料)) 

    https://www.tepco.co.jp/pg/user/contact.html 
 


